
   

令和５年１０月１７日 

 

ふるさと納税サイト「JRE MALLふるさと納税」での 

寄附の受付開始について 

 

 三次市では、「しあわせを実感しながら、住み続けたいまち」をめざし、みなさまか

らのご支援をまちづくりに活用させていただいています。この度三次市では、本市産

品の更なる魅力発信、寄附受付窓口の拡大のため、JR 東日本が運営するふるさと

納税サイト「JRE MALLふるさと納税」での寄附の受付を新たに開始しました。 

 

１ 寄附受付を新たに開始したふるさと納税サイト 

ふるさと納税サイト「JRE MALLふるさと納税」 

 

２ 決済の方法 

  クレジット決済  

 

３ 受付開始日 

 令和５年１０月１６日（月）１４時から 

 

４ その他 

  （１）ふるさと納税の制度上、三次市民の方に返礼品を贈呈することはできません。 

  （２）三次市民の方からの寄附を含め、いただいた寄附金は、控除上限額の範囲 

内で寄附金税額控除の対象となります。 
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